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東 輝 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ  ル ー ル 

 

第一条（名称・事務所） 

本会は、「東輝中学校ＰＴＡ」と称し、事務所を東輝中学校におく。 

第二条（目的・活動） 

本会は、本校に在籍する全ての生徒の健全な育成を目的とし、以下の活動を行う。 

１．学校教育を助成し、生徒の教育環境の整備、改善を図る。 

２．会員の教養を高め、親睦を深める。 

３．その他、本会の目的を達成するための活動。 

第三条（会員） 

本会の会員となることができるのは、原則、本校に在籍する生徒の保護者又は教職員とする。 

第四条（本部役員） 

１．会長１名、副会長２名、総務５名、会計２名、企画担当８名、地域担当８名（東つつじ担当、西つつ

じ担当、南つつじ担当、篠担当を各2名）とし、他に相談役１～２名、会計監査２名をおく。 

２．本部役員の任期は１年間とする。 

第五条（本部役員の役割） 

１．会長は、本会を代表する。 

２．副会長は、会長を補佐する。 

３．総務は、本会の書類の作成管理、配布、配信及び会議の記録を行う。 

４．会計は、本会の会費を管理する。 

５．企画担当は、イベントに関する企画運営を行う。 

６．地域担当は、各地域との交流を図る。 

７．相談役は、本会の進行について助言を行う。 

８．会計監査は、本会の会計について監査する。 

第六条（本部役員の選出、除外事項、欠員補充） 

１．本部役員は、教職員を除く会員から選出する。 

２．相談役及び会計監査は、会員以外から選任することができる。 

３．各地域担当は、該当地域に在住する者から選出する。 

４．本部役員の選出は、立候補を募り、立候補者が定員を超える場合は、本部役員と立候補者で協議し決
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定する。 

立候補者が定員に達しない場合は、推薦を募り、被推薦者に対して本部役員と被推薦者で協議し決定

する。 

それでもなお定員に達しない場合は、抽選により選出する。 

５．本部役員、総地区委員長、選挙管理委員長、亀岡市PＴＡ連絡協議会 家庭教育委員会 執行部役員（委

員長・副委員長）経験者は、申し出により選出から除外することができる。 

６．運営委員（総地区委員長を除く）経験者は、申し出により次年度より5年間を限度として選出から除

外することができる。 

７．事情により本部役員の活動を行うことが困難な者は、申し出により選出から除外することができる。 

８．会長が不在の場合は、副会長が代行する。 

会長以外に欠員が生じた場合は、本部役員で協議の上、補充することができる。 

第七条（スタッフの選出） 

１．おいでな祭の開催に当たり、おいでな祭スタッフを抽選により教職員を除く会員から選出することが

できる。 

２．その他のイベントの開催に当たっては、イベントスタッフを募集する。ただし、応募人員が規定人員

に達しない場合は、抽選により教職員を除く会員から選出することができる。 

第八条（総会） 

１．総会は、年２回以上開催し、事業計画、予算の決議、決算の承認、会則の改正、本部役員不適任者の

解任、その他目的達成に必要な事項を審議決定する。 

２．総会は、全会員の５分の１以上の回答をもって成立とする。 

３．総会は、回答の２分の１以上の賛成意見をもって可決とする。 

第九条（会計） 

１．本会の会費は、１世帯あたり年額2,500円とする。 

２．年度途中の入退会についても、会費は１年分を徴収する。 

３．本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。  

第十条（旅費） 

本会の活動における出張の場合、出張先が校区外の場合のみ、下記の旅費を支給する。 

１．公共交通機関を利用の場合は実費額。 

２．自家用車を利用した場合は車１台につき、亀岡市内は３００円、亀岡市外は移動距離１㎞につき２０

円 とし、端数は切上げとする。 
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なお、有料駐車場又は有料道路を使用した場合は、その駐車場代又は通行料金を加算する。 

３．宿泊を伴う場合などについては、本部役員と協議し決定する。 

第十一条（弔事・見舞） 

以下の場合は、申し出により、下記金額を支給することができる。 

１．会員又は生徒が死亡した場合は、弔慰金として１０,０００円。 

２．会員又は生徒が１週間以上の入院をした場合は、見舞金として５,０００円。 

３．その他、本部役員が必要と認めた場合は、協議の上、決定した金額。 

第十二条（個人情報） 

１．本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守し、本会の活動において個人情報の保護に努めるものと

する。 

２．本会における個人情報は、適正に管理し、不要となった場合は適正かつ速やかに廃棄する。 

３．法令等に基づく場合などを除き、本会が保有する個人情報を第三者に提供してはならない。 

 

付 則  このルールは令和５年１月１７日より施行する。 

           

 

 

亀岡市立東輝中学校ＰＴＡ規約 

付 則               令和５年１月１７日  削除 

 

役員・会計監査選出に関する規定 

付 則               令和５年１月１７日  削除 

 

Ｐ Ｔ Ａ 慶 弔 規 定 

付 則               令和５年１月１７日  削除 

 

Ｐ Ｔ Ａ 旅 費 規 定 

付 則               令和５年１月１７日  削除 

 


